
7令和

令和 6

令和 6

令和 6

端数は切り捨ててください。ただし、端数を切り捨てた結果0人となる場合は1人と
してください。（記入例5（P.28）の場合、常時使用労働者数（④欄）は、1人とし
てください。）
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12 常時使用労働者数･雇用保険被保険者数計算要領（申告書の④・⑤欄について）

事業主が労働者に支払った賃金総額（千円未満は切り捨て） × 一般拠出金率（1,000分の0.02）

①労働保険の年度更新手続
②事業終了（廃止）

労働保険の確定保険料の申告に
併せて申告・納付します。

（4）算定方法
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　「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」の規定に基づき、事業主の皆様に
ご負担いただくものです。
　徴収された一般拠出金は、国からの交付金、地方公共団体からの交付金、特別事業主（アスベスト
の製造、販売を行ってきた事業主）からの特別拠出金と併せて、石綿（アスベスト）健康被害者（労災
補償の対象にならない方）の救済費用に充てられます。
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法人番号の記入について14

記入例

令和 7

７６

８７

㊞

32701

収納機関番号 納付番号 確認番号

576,585

38,891

38,891

235,7241,135234,589195,698

令和 7

７６

８７

㊞

32701

収納機関番号 納付番号 確認番号

576,585

38,891

38,891

235,7241,135234,589195,698

（法人の場合）

（個人事業主の場合）

　｢法人番号欄｣（　欄）が空欄の場合､法人の行う事業については､国税庁から通知された13桁の法
人番号を記入してください（商業登記法に基づく｢会社法人等番号（12桁）｣を記入しないようご注意くだ
さい。）｡
　法人番号には行政運営を効率化し､国民の利便性を高めるなどの役割がありますので､必ず法人番
号を記入してください。
◎記入にあたっての注意事項
　法人番号は支店や営業所ごとには指定されませんので､支店や営業所についても､各法人に指定され
た法人番号を記入してください。
　なお､個人事業主の行う事業については､法人番号欄の13桁全てに｢0｣を記入してください（個人番
号の記入はしないでください。）｡
　また､前年度までにご登録いただいている場合は法人番号欄に印字されていますが､訂正する場合は
｢年度更新よくある質問｣（P.45）のQ6をご参照の上、訂正してください。

 法人番号の役割

行政の効率化
　法人その他の団体に関する情報管理の効率
化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコスト
を削減し、行政運営の効率化を図る。

国民の利便性の向上
　行政機関間での情報連携を図り、添付書類
の削減など、各種申請等の手続を簡素化するこ
とで、申請者側の事務負担を軽減する。

公平・公正な社会の実現
　法人その他の団体に関する情報の共有により､
社会保障制度､税制その他の行政分野における
給付と負担の適切な関係の維持を可能とする。

新たな価値の創出
　法人番号特有の目的として､法人番号の利用
範囲に制限がないことから、番号を活用した新た
な価値の創出が期待される。
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